
法令

規則等

円 円 円 円

円） 円） 円） 円）

円

円

円

円

円

有

円

円

有

※令和3年度の実績に基づき作成しています。

補助金を交付して
市が得たメリット

（何がどうなったのか）

備品整備事業により、コミュニティの活動基盤の強化や活動内容の充実を図ることができ、コミュ
ニティ活動の活性化に繋がった。
青少年健全育成事業により、地域の歴史や文化に触れ、自らが住むまちの魅力を再認識できた
とともに、親子や地域住民同士のコミュニケーションに資する場となり、地域に暮らす青少年の健
全育成の場となった。

（一財）自治総合センターへ各小学校区で順番に助成金を申請し、交付決定後市が立て替え事
業を実施。実績報告後、財団より助成金を充当。

補助事業者の会計全体の余剰額（繰越額）

補助額の算出方法

その他参考事項

補助事業者が補助金とは別に市から委託業務を請け負っているかの有無

2,417,918

うち補助事業全体の余剰額（繰越額） 0

補助率、補助額 10/10

補助限度額
備品整備：2,500,000円　青少年：1,000,000円
（(一財)自治総合ｾﾝﾀｰのｺﾐｭﾆﾃｨ助成事業実施要綱に規定）

精算の有無
（変更交付）

その理由 助成金を前払いし、事業完了後精算するため

2,518,880

事業費 831,870

補助対象経費の内訳

うち補助事業全体の経費 3,420,050

補助金の使途

うち補助対象経費 3,350,750

備品購入費

（0

市の補助金を使って
実施した事業の内容

・備品整備事業（太鼓、ハンマーナイフ、ブロワ、草刈機、綱引きロープなど活動に直接必要な備
品の整備）
・青少年健全育成事業（善師野を歩いて巡ることができるマップを用いた、地域の歴史や文化に
ついて広く知ってもらうイベントの開催）

補助事業者の会計全体の決算額（支出） 7,029,414

特定団体への補助の理由
（公募で選定しない理由）

概ね小学校区単位の地域づくりを目的とした助成金であり、各コミュニティ推進協議会に輪番で
補助しているため

市が補助金を交付する
公益上の必要性

（何をどうしたいのか）

一定の広域において構成する、自ら地域をより良くする活動を行う協議会に対し、備品整備や青
少年の健全な育成を目的とした一般財団法人自治総合センターの助成を原資とする助成金を交
付することで、地域の魅力創出や課題解決をはじめ、住民主導の人間性豊かな住みよい地域社
会づくりを進めることができる。

令和元年度実績 令和2年度実績 令和3年度実績 令和4年度予算
補助金の額

（　）は一般財源の額
3,400,000 2,500,000 3,200,000 2,900,000

（0 （0 （0

犬山市補助金等交付規則 要綱
犬山市自治総合センターコミュニティ
助成金交付要綱

補助事業者の選定方法
（公募又は特定団体）

特定団体への補助 補助開始年度 平成6年度 補助終了年度 未設定

関係規定

補助金の交付を受けた
補助事業者の名称

今井小学校区コミュニティ推進協議会
城東小学校区コミュニティ推進協議会

代表者名
会長　長瀬　孝司
会長　服部　章二

― 条例 ―

補助金の交付状況に係る調書【令和３年度交付分】

市の担当部課 市民部地域協働課

問い合わせ先 0568-44-0349
補助金の名称 犬山市自治総合センターコミュニティ助成金


